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議案第７０号

   岩屋ポートターミナル立体駐車場他新築工事請負変更契約締結の件

岩屋ポートターミナル立体駐車場他新築工事の変更のため、下記のとおり変更契

約を締結したいので議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する

条例（平成１７年淡路市条例第５５号）第２条の規定により、議決を求める。

  令和６年１２月２日提出

淡路市長 門  康 彦

記

１ 議案番号    議案第４７号（令和５年６月１９日議決）

２ 当初契約年月日 令和５年６月１９日

３ 契約の目的   岩屋ポートターミナル立体駐車場他新築工事

４ 契約の金額の変更

(１) 議決金額（当初）   ５５５，６１０，０００円

(２) 第２回変更後金額   ５９０，２１２，７００円

(３) 当初からの変更金額 ３４，６０２，７００円

(４) 当初からの増減率     ６．２パーセント

５ 契約の相手方

  兵庫県淡路市大谷９２２番地１

  淡路土建株式会社 淡路支店 支店長 植野 久雄



（参考資料）

   岩屋ポートターミナル立体駐車場他新築工事請負変更概要

１ 施工場所 淡路市岩屋９２５番地２７ほか

２ 変更内容

(１) 建築工事

  ア 地中障害物撤去工事（全旋回オールケーシング工法）

                       ６４箇所（追加）

イ 仮設足場工事                 一式（削減）

(２) 諸経費

  ア 交通誘導員の配置の見直し           一式（削減）

３ 支出科目  会計  一般会計

         款   ７ 商工費

         項   １ 商工費

         目   ４ 観光施設管理費

         節  １４ 工事請負費

４ 図  面  別添のとおり
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議案第７１号

   公の施設の指定管理者の指定に関する件   

次の施設の指定管理者を指定することにつき、地方自治法（昭和２２年法律第６

７号）第２４４条の２第６項の規定により、議決を求める。

  令和６年１２月２日提出

淡路市長 門  康 彦

施設の名称及び所在地
指定する団体の名称

及び所在地
指定の期間

パルシェ香りの湯温泉棟

兵庫県淡路市尾崎３０２０番地１

株式会社淡路島パルシェ

代表取締役 石井 廣志

兵庫県淡路市尾崎３０２５

番地１

令和７年４月

１日から令和

１２年３月３

１日まで

淡路島いちのみや温泉源地

兵庫県淡路市新村６８７番地２

温泉供給装置

兵庫県淡路市新村６８７番地２地

先から淡路市尾崎３０７１番地先

まで

淡路島いちのみや温泉スタンド

兵庫県淡路市尾崎３０７１番地

パルシェ香りの湯宿泊棟

兵庫県淡路市尾崎３０２０番地１



（参考資料）

１ 施設の名称 淡路市一宮温泉施設

２ 指定する団体の選定理由

  この施設は、パルシェ香りの湯温泉棟、淡路島いちのみや温泉源地、温泉供給

装置、淡路島いちのみや温泉スタンド及びパルシェ香りの湯宿泊棟から構成され、

市民の健康増進と地域の活性化を図ることを目的として設置された施設であり、

淡路市一宮農林漁業体験実習館「淡路香りの館」に隣接していることから、一体

的な施設として、同一の団体に管理運営を行わせることで効果的な運営に資する

ことができる。

  これらの施設の設置目的を効果的かつ効率的に達成するため、現在、これらの

施設の指定管理者として管理運営を行っている「株式会社淡路島パルシェ」を指

定管理者に指定することにより、引き続き、地域等の活力を活用して、事業効果

が期待できると認められることから、「淡路市公の施設に係る指定管理者の指定

手続等に関する条例」（平成１７年淡路市条例第１９号）第５条第１項の規定に

基づき、公募によらずに、同社を指定管理者の候補者に選定する。

なお、指定管理者の指定期間については、集客施設である本施設において、積

極的に施設の効用がより高められること並びに常に指定管理業務について検証

と改善を繰り返すことで、新たな発想に基づくサービスの質の向上、地域産業の

活性化及び就業機会の確保が図られ、人材確保と育成期間を確保しながら長期的

に安定した施設運営が可能となることから、５年間とする。

３ 指定する団体の名称及び所在地

(１) 名 称 株式会社淡路島パルシェ 代表取締役 石井 廣志

(２) 所在地 兵庫県淡路市尾崎３０２５番地１

４ 指定する団体の概要

(１) 設立年月日 平成２４年１１月１日

(２) 資本金   １億円

(３) 年商（令和５年度） １億７，２４８万円

(４) 従業員数（令和６年１０月現在） ２９人

(５) 事業内容

  ア 「淡路市の公の施設」の指定管理の受託

  イ 「淡路香りの館」、「パルシェ香りの湯」温泉棟、「パルシェ香りの湯」宿泊

棟、「淡路島いちのみや温泉」、「特産館」、「直販いちのみや」及び「市民農園」

の管理運営



  ウ ふるさと特産品の開発と販売

  エ 文化サロンの開催と香り教育の啓蒙普及

  オ イベント、セレモニーの企画と管理運営

  カ 「飲食店」の経営

  キ 「菓子」、「ソフトクリーム」の製造販売

  ク 草花の栽培と展示販売

(６) 団体の沿革

  平成２４年１１月 淡路市と兵庫県線香協同組合との出資により設立

５ 令和４年度及び令和５年度における損益計算書

（単位：千円）

令和４年度 令和５年度

市負担額

指定管理料等 １３，５００ １３，５００

損益計算書

売上高 １８０，７６８ １７２，４７８

売上原価 ４６，６１８ ４２，９８９

売上総利益 １３４，１５０ １２９，４８９

販売費及び一般管理費 １６１，６３６ １４８，６００

営業利益(損失) （２７，４８６） （１９，１１１）

営業外収益 ２２，４６６ １６，４８１

営業外費用 － １６

経常利益（損失） （５，０２０） （２，６４６）

特別利益 － －

特別損失 ０ ０

税引前純利益（損失） （５，０２０） （２，６４６）

法人税等 １８５ １８５

当期純利益（損失） （５，２０５） （２，８３１）

６ 令和４年度及び令和５年度における来館者の実績

（単位：人）

区  分 令和４年度 令和５年度

香りの館、香りの湯 １８６，２９８ １８０，４５３
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議案第７２号

   公の施設の指定管理者の指定に関する件   

次の施設の指定管理者を指定することにつき、地方自治法（昭和２２年法律第６

７号）第２４４条の２第６項の規定により、議決を求める。

  令和６年１２月２日提出

淡路市長 門  康 彦

１ 施設の名称及び所在地

(１) 名 称 淡路市一宮農林漁業体験実習館「淡路香りの館」

(２) 所在地 兵庫県淡路市尾崎３０２５番地１

２ 指定する団体の名称及び所在地

(１) 名 称 株式会社淡路島パルシェ 代表取締役 石井 廣志

(２) 所在地 兵庫県淡路市尾崎３０２５番地１

３ 指定の期間 令和７年４月１日から令和１２年３月３１日まで



（参考資料）

１ 施設の名称 淡路市一宮農林漁業体験実習館「淡路香りの館」

２ 指定する団体の選定理由

  この施設は、豊かな自然や香りの体験を通じながら、都市生活者との交流を図

り、地域振興に寄与することを目的として設置された利便施設であり、パルシェ

香りの湯温泉棟、淡路島いちのみや温泉源地、温泉供給装置、淡路島いちのみや

温泉スタンド及びパルシェ香りの湯宿泊棟から構成される淡路市一宮温泉施設

に隣接していることから、一体的な施設として、同一の団体に管理運営を行わせ

ることで効果的な運営に資することができる。

  特に「淡路香りの館」は、「花の島・淡路島」の中核施設作りの一環として、ハ

ーブ苗やフクシアの栽培と販売等、多様で特色のある自主事業を展開していると

ころであり、更に事業を進化させ、魅力ある施設作りを進める必要があることか

ら、これらの施設の設置目的を効果的かつ効率的に達成するため、現在、これら

の施設の指定管理者として管理運営を行っている「株式会社淡路島パルシェ」を

指定管理者に指定することにより、引き続き、地域等の活力を活用して、今後の

事業効果が明確に期待できると認められることから、「淡路市公の施設に係る指

定管理者の指定手続等に関する条例」（平成１７年淡路市条例第１９号）第５条

第１項の規定に基づき、公募によらずに、同社を指定管理者の候補者に選定する。

  なお、指定管理者の指定期間につきましては、集客施設である本施設において、

積極的に施設の効用がより高められること並びに常に指定管理業務について検

証と改善を繰り返すことで、新たな発想に基づくサービスの質の向上、地域産業

の活性化及び就業機会の確保が図られ、人材確保と育成期間を確保しながら長期

的に安定した施設運営が可能となることから、５年間とする。

３ 指定する団体の名称及び所在地

(１) 名 称 株式会社淡路島パルシェ 代表取締役 石井 廣志

(２) 所在地 兵庫県淡路市尾崎３０２５番地１

４ 指定する団体の概要

(１) 設立年月日 平成２４年１１月１日

(２) 資本金   １億円

(３) 年商（令和５年度） １億７，２４８万円

(４) 従業員数（令和６年１０月現在） ２９人

(５) 事業内容

  ア 「淡路市の公の施設」の指定管理の受託



  イ 「淡路香りの館」、「パルシェ香りの湯」温泉棟、「パルシェ香りの湯」宿泊

棟、「淡路島いちのみや温泉」、「特産館」、「直販いちのみや」及び「市民農園」

の管理運営

  ウ ふるさと特産品の開発と販売

  エ 文化サロンの開催と香り教育の啓蒙普及

  オ イベント、セレモニーの企画と管理運営

  カ 「飲食店」の経営

  キ 「菓子」、「ソフトクリーム」の製造販売

  ク 草花の栽培と展示販売

(６) 団体の沿革

   平成２４年１１月 淡路市と兵庫県線香協同組合との出資により設立

５ 令和４年度及び令和５年度における損益計算書       （単位：千円）

令和４年度 令和５年度

市負担額

指定管理料等 １３，５００ １３，５００

損益計算書

売上高 １８０，７６８ １７２，４７８

売上原価 ４６，６１８ ４２，９８９

売上総利益 １３４，１５０ １２９，４８９

販売費及び一般管理費 １６１，６３６ １４８，６００

営業利益(損失) （２７，４８６） （１９，１１１）

営業外収益 ２２，４６６ １６，４８１

営業外費用 － １６

経常利益（損失） （５，０２０） （２，６４６）

特別利益 － －

特別損失 ０ ０

税引前純利益（損失） （５，０２０） （２，６４６）

法人税等 １８５ １８５

当期純利益（損失） （５，２０５） （２，８３１）

６ 令和４年度及び令和５年度における来館者の実績       （単位：人）

区  分 令和４年度 令和５年度

香りの館、香りの湯 １８６，２９８ １８０，４５３
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議案第７３号

   公の施設の指定管理者の指定に関する件   

次の施設の指定管理者を指定することにつき、地方自治法（昭和２２年法律第６

７号）第２４４条の２第６項の規定により、議決を求める。

  令和６年１２月２日提出

淡路市長 門  康 彦

１ 施設の名称及び所在地

(１) 名 称 淡路市松帆アンカレイジパーク

(２) 所在地 兵庫県淡路市岩屋１８７３番地１

２ 指定する団体の名称及び所在地

(１) 名 称 株式会社淡路観光開発公社 代表取締役 西田 利行

(２) 所在地 兵庫県淡路市岩屋１１８７番地１

３ 指定の期間 令和７年４月１日から令和１２年３月３１日まで



（参考資料）

１ 施設の名称 淡路市松帆アンカレイジパーク

２ 指定する団体の選定理由

  この施設は、兵庫県が管理する道路利用者の休憩施設とともに、道の駅「あわ

じ」として一体的に整備され、地域産業の活性化及び就業機会の確保並びに淡路

市を訪れる人々と市民の交流を深めるために設置された施設で、屋外公園施設と

飲食、物産、会議室からなる総合交流促進施設で構成されている。

  この施設の設置目的を効果的かつ効率的に達成するため、現在、この施設の指

定管理者として管理運営を行っている「株式会社淡路観光開発公社」を指定管理

者に指定することにより、引き続き、地域等の活力を活用して、今後の事業効果

が明確に期待できると認められることから、「淡路市公の施設に係る指定管理者

の指定手続等に関する条例」（平成１７年淡路市条例第１９号）第５条第１項の

規定に基づき、公募によらずに、同社を指定管理者の候補者に選定する。

  なお、指定管理者の指定期間については、集客施設である本施設において、積

極的な設備投資が図られ、施設の効用がより高められること並びに常に指定管理

業務について検証と改善を繰り返すことで、新たな発想に基づくサービスの質の

向上、地域産業の活性化及び就業機会の確保が図られ、人材確保と育成期間を確

保しながら長期的に安定した施設運営が可能となることから、５年間とする。

３ 指定する団体の名称及び所在地

(１) 名 称 株式会社淡路観光開発公社 代表取締役 西田 利行

(２) 所在地 兵庫県淡路市岩屋１１８７番地１

４ 指定する団体の概要

(１) 設立年月日 平成９年５月２９日

(２) 資本金   ９，９９５万円

(３) 年商（令和５年度） ９億３，３５１万円

(４) 従業員数（令和６年１０月現在） １３０人

(５) 事業内容

  ア 農水産物の加工販売

  イ 飲食店業

  ウ 食料品の卸及び小売業

  エ 土産品店の経営

  オ 各種セレモニーの企画、運営、管理の請負業



  カ 地域産業に関する商品の企画、立案並びに販売の斡旋

５ 令和４年度及び令和５年度における損益計算書

（単位：千円）

令和４年度 令和５年度

市負担額

指定管理料等 ２０，２２７ ２０，２２７

損益計算書

売上高 ８６０，７１８ ９３３，５１１

売上原価 ４３４，２０８ ４７２，７０５

売上総利益 ４２６，５１０ ４６０，８０６

販売費及び一般管理費 ４１３，６００ ４３７，１２３

営業利益(損失) １２，９１０ ２３，６８３

営業外収益 ２０，０８２ １６，６４９

営業外費用 ６５ １９０

経常利益(損失) ３２，９２７ ４０，１４２

特別利益 － ６１９

特別損失 － －

税引前純利益(損失) ３２，９２７ ４０，７６１

法人税等 ９，８６７ １２，３３２

当期純利益(損失) ２３，０６０ ２８，４２９

６ 令和４年度及び令和５年度における来館者の実績

（単位：人）

区  分 令和４年度 令和５年度

松帆アンカレイジパーク ４３２，０６２ ４７７，４９７
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議案第７４号

   公の施設の指定管理者の指定に関する件   

次の施設の指定管理者を指定することにつき、地方自治法（昭和２２年法律第６

７号）第２４４条の２第６項の規定により、議決を求める。

  令和６年１２月２日提出

淡路市長 門  康 彦

施設の名称及び所在地
指定する団体の名称及び所

在地
指定の期間

橋本駐車場

兵庫県淡路市岩屋１３５

５番地 1地先 淡路島岩屋漁業協同組合

代表理事組合長 新居 只
ただ

吉
よし

兵庫県淡路市岩屋１４１４番地

１

令和７年４月１

日から令和１２

年３月３１日ま

で

西町駐車場

兵庫県淡路市岩屋１３８

７番地先

片浜駐車場

兵庫県淡路市岩屋１４１

３番地４地先



（参考資料）

１ 施設の名称

(１) 橋本
はしもと

駐車場

(２) 西 町
にしのちょう

駐車場

(３) 片浜
かたはま

駐車場

２ 指定する団体の選定理由

  この施設は、岩屋港湾区域及びその周辺区域の不法駐車をなくすことにより、

交通事故の防止に資するとともに、もって岩屋地区中心市街地の活性化及び港湾

施設の効率的な利用を図ることを目的として設置された施設である。

  現在、この施設の指定管理者として管理運営を行っている「淡路島岩屋漁業協

同組合」は、この施設に隣接していることから、突発的な事故等にも迅速な対応

ができるとともに、地域住民と調整を図りながらの適正な維持管理ができるなど、

引き続き、この施設の効用及び地域の発展に資することができる。

  以上のことから、この施設の設置目的を効果的かつ効率的に達成することがで

きるものと認められるため、「淡路市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に

関する条例」（平成１７年淡路市条例第１９号）第５条第１項の規定に基づき、公

募によらず、公共的団体である同組合を指定管理者の候補者として選定する。

  なお、指定管理者の指定期間については、交通事故の防止及び岩屋地区中心市

街地の活性化のために、長期的に安定的な施設の管理運営を行う必要があること

から、５年間とする。

３ 指定する団体の概要

(１) 設立年月日  昭和５６年５月７日

(２) 出資金    ２億４，２５２万円（令和６年１０月１８日現在）

(３) 役員数    １１人

(４) 事業内容

  ア 水産資源の管理及び水産動植物の増殖

  イ 組合員の事業又は生活に必要な物資の供給

  ウ 組合員の漁獲物その他の生産物の運搬、加工、保管又は販売



４ 令和４年度及び令和５年度における収支実績       （単位：千円）

区分 令和４年度 令和５年度

収
入

利用料金

（ハーバーパーキング使用料）
５，０５９ ４，１７０

計 ５，０５９ ４，１７０

支
出

管理費 ９７７ ９７７

需用費 ４９１ ２７９

労務費 ３６ ３６

委託料 ３，５５５ ２，８７８

その他 ０ ０

計 ５，０５９ ４，１７０

収支差引 ０ ０
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議案第７５号

   公の施設の指定管理者の指定に関する件   

次の施設の指定管理者を指定することにつき、地方自治法（昭和２２年法律第６

７号）第２４４条の２第６項の規定により、議決を求める。

  令和６年１２月２日提出

淡路市長 門  康 彦

１ 施設の名称及び所在地

(１) 名 称 淡路市明石海峡航路旅客船兼自動車渡船

(２) 所在地 兵庫県淡路市

２ 指定する団体の名称及び所在地

(１) 名 称 株式会社淡路ジェノバライン 代表取締役 清水 道
とおる

(２) 所在地 兵庫県淡路市岩屋９２５番地２７

３ 指定の期間 令和７年４月１日から令和１２年３月３１日まで



（参考資料）

１ 施設の名称

  淡路市明石海峡航路旅客船兼自動車渡船

２ 指定する団体の選定理由

  この施設は、明石海峡航路における旅客輸送機能の強化により、淡路島と本土

との交流を支え、地域活性化を図ることを目的として設置されたものである。

  この施設の指定管理者である「株式会社淡路ジェノバライン」は、この施設と

同社が保有する３隻の船舶を併せ、同一の者で明石海峡航路を運航することがで

きることから、合理的な事業運営の実施、統一的な運賃体系の確保及び旅客輸送

サービスの強化を図ることが期待できる。

  また、同社は、平成１９年から今日まで、明石海峡航路を継続的かつ安定的に

維持運営してきた実績があり、専門的な知識及び人材を有していることから、同

社に管理運営を委ねることで、この施設を適切に維持することができるとともに、

設置目的を達成することができるものと認められる。

  以上のとおり、この施設の指定管理者の選定については、その性質や機能の特

殊性に鑑み、特別の理由があり、公募に適さないと認められることから、「淡路市

公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例」（平成１７年淡路市条例

第１９号）第５条第２項の規定に基づき、公募によらず、引き続き、明石海峡航

路の一般旅客定期航路事業の許可を得ている同社を指定管理者として選定する。

３ 指定する団体の概要

(１) 設立年月日  平成１４年２月２６日

(２) 資本金  ６，０００万円

(３) 年商（令和６年６月期決算）  ２億８，０３０万円余

(４) 役員数及び従業員数（令和６年１０月３１日現在）

ア 役員数   ８人

イ 従業員数 ３８人

(５) 事業内容

  ア 海上運送事業

イ ホテル、レストラン、喫茶店及び売店の経営

  ウ 旅行業法に基づく旅行業及び旅行に関する情報の提供 等

(６) 団体の沿革

  平成１４年２月 株式会社淡路ジェノバラインを設立

  平成１４年４月 休止していた「富島－明石」航路を再開



  平成１９年１月 明淡高速船株式会社が撤退した「岩屋－明石」航路を引き継

いで運航

(７) 主な実績

  平成１４年４月 「富島－明石」航路を再開し、明石との海上交通を確保

          （平成２０年５月に休止）

  平成１９年１月 明淡高速船株式会社が「岩屋－明石」航路を撤退後、同航路

を承継

  平成１９年～平成２１年 明石海峡クルーズを実施

          （７月～１０月までの間、土曜日、日曜日及び祝日に実施）

  平成２６年７月 明石待合所内に淡路市観光案内所を設置

平成２７年１月 明石待合所内にクルーズライブ映像システム及び観光案内

モニターを設置

令和 ６年７月 花火観覧クルーズなどのクルーズを実施


